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１．審査案件（審査順） 

請願第 １号 吹田市の給食センター建設に反対し、健都イノベーションパークに関 

する地区計画見直しと条例改正を求める請願 

議案第３５号 令和８年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 

議案第５４号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第５３号 摂津市監査委員に関する条例及び摂津市水道事業及び下水道事業の 
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議案第５８号 摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前１０時６分 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、長田委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時７分 休憩） 

（午前１０時８分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 請願第１号の審査を行います。 

 吹田市の給食センター建設に反対し、健

都イノベーションパークに関する地区計

画見直しと条例改正を求める請願につい

てです。 

 まず、請願者から趣旨説明をしていただ

きます。 

 説明時間は１０分以内で、趣旨説明終了

後、委員からの質疑をお受けし、その後討

論、続いて採決を行います。 

 それでは、趣旨説明について、よろしく

お願いいたします。 

○請願者Ａ おはようございます。 

 それでは、御説明を申し上げます。 

 吹田市の給食センター建設に反対し、健

都イノベーションパークに関する地区計

画見直しと条例改正を求める請願書につ

いて、その提案内容の御説明を申し上げま

す。 

 健都イノベーションパークは、医療と健

康をテーマにした先進的な研究開発拠点

として整備され、良好な都市環境と調和し

たまちづくりが進められています。 

 しかし、現在、居住地域に隣接する場所

に吹田市の中学校給食センターの建設計

画が進められております。地元としては、

建設の阻止と白紙撤回を求め、吹田市に強

く申入れを行っています。 

 また、摂津市長も健都のコンセプトに合

わないと見直しを求めています。 

 摂津市議会も給食調理施設整備に反対

することを議員全員をもって賛成の決議

をされています。 

 給食センター建設はこのように大義が

ありません。しかし、吹田市は建設を強行

する構えでございます。多くの住民は建設

されれば今後長年にわたり、給食センター

と共存していかなければなりません。この

理不尽な対応には憤りを覚え、大きな不安

を抱いています。 

 給食センターは、給食を提供する公共的

施設としての必要性は認めます。大規模な

配送車両の往来、早朝からの搬入・搬出、

臭気、騒音、交通安全への影響など、日常

生活環境への継続的な負担が懸念されて

います。 

 特に、住宅地に近接した立地であること

から、生活環境への影響は長期かつ不可逆

的な施設となる可能性があります。 

 また、本来、北部大阪都市計画千里丘新

町地区地区計画及び摂津市千里丘新町地

区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例は、地域の将来像や土地利

用の方向性を明確にし、地域環境との調和

を図るために存在するものでなければな

りません。しかし、現行条例では、健都イ

ノベーションパークの理念を守り、周辺の

居住環境への配慮が担保できておらず、そ

の結果として、地域住民の皆様には大きな

不安を招いています。 

 私たちは地域住民の生活環境と健都イ
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ノベーションパークの理念を守るため、千

里丘新町地区計画の見直しと建築物の制

限に関する条例の改正を求めるものでご

ざいます。 

 なお、本請願には、本趣旨に賛同する地

域住民と１，３５０名の署名を添えていま

す。 

 次に、請願事項について申し上げます。 

 一つ、健都イノベーションパーク地区の

理念及び周辺環境との調和を確保するた

め、千里丘新町地区計画と建築物の制限に

関する条例を見直し、用途制限等を明確化

することでございます。 

 以上、請願事項でございます。 

 本請願につきまして御賛同いただき、採

択賜りますことをお願い申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

○請願者Ｂ 請願理由の御説明を申し上

げます。 

 地域住民が強い懸念を抱いているのは、

単に一施設の建設そのものではなく、住宅

地に隣接した場所に、給食センターが設置

されることで、将来にわたり生活環境への

影響を受け続けることであります。一度建

設されればその影響は数十年単位で継続

する可能性があります。騒音、交通量増加、

臭気、安全性への不安など、日々の暮らし

に密接に関わる問題となります。 

 また、健都イノベーションパークは、地

域の将来価値を左右する重要な地区であ

ります。その土地の利用については、単な

る法令適合性だけではなく、地域全体の理

念や住環境との調和という観点から慎重

に判断されるべきです。 

 今回、１，３５０筆の署名が集まったこ

とは、地域住民の切実なる不安と危機感を

表したものです。 

 議会におかれましても地域住民の声を

真摯に受け止め、将来に禍根を残さない判

断をしていただくよう、強く求めまして、

以上、地方自治法第１２４条の規定により

請願を出します。 

 以上、請願書の趣旨説明をいたしました。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 請願の趣旨説明が終わ

りました。 

 委員のほうから質問がありましたらお

受けしたいと思います。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 皆様おはようござい

ます。皆様のお気持ちは重々理解させてい

ただきました。やはり御不安というのはこ

れからもすごくあるかなとは思うんです

けども、そこで理事者に確認させてくださ

い。 

 地区計画の変更と条例改正を行うとし

たら、どのような手続が必要になるのか教

えていただきたいです。 

○安藤薫委員長 藤井副理事。 

○藤井建設部副理事 それでは、御質問に

答弁申し上げます。 

 地区計画の変更につきましては、変更案

の作成、大阪府への意見照会、都市計画法

に基づく２度の縦覧等の手続を経て、都市

計画審議会での審議がございまして、それ

を経て市で決定する流れになります。 

 手続にかかる期間としては、最低でも１

年程度が必要になると考えております。 

 その後、地区計画における建築物等の用

途の制限につきまして、建築物の制限に関

する条例として議会の議決を得て決めて

いくという流れでございます。 

 つきましては、今給食センターの建築が、

現行法、条例上適法である中で、このよう

な地区計画の変更を踏まえた条例改正に
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よって建築を阻止することは、法務相談の

結果より、財産権の行使、営業の阻止に当

たるというところで、憲法第２９条の財産

権についての違法性がある、損害賠償請求

される見込みが高いということより適正

ではないと考えてございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 御説明ありがとうご

ざいました。 

 それでは、再度理事者に確認なんですが、

給食センターを建築できないようにする

条例改正というのは可能なのでしょうか。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 先ほど副理事から説明

がありましたけども、この建築を制限する

条例につきましては、建築基準法第６８条

の２に基づきまして、そこには地区計画に

書かれているものを制限として条例化で

きるとなっておりますので、まず、地区計

画の改正ができれば条例改正は可能かと

考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 理解しました。ありが

とうございます。質問は終わらせていただ

きます。 

○安藤薫委員長 ほかにありますか。 

 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 理事者の方に１点の

み質問させていただきたいと思います。 

 今回の請願に関して、この後流れ的に言

いますと、吹田市から建築確認申請が提出

されると思われます。そういったときに、

受理・不受理の裁量というのは、摂津市と

してあるのでしょうか。また、そういった

ときに拒否というか、お断りすることは可

能なのか、御確認させてください。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 申請手続に関してです

けども、行政手続法に照らしまして、申請

書類を拒否することはできず、受理しなけ

ればならないと考えております。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 御回答ありがとうご

ざいます。答弁を踏まえますと、正直難し

いという理解でよろしいんでしょうか。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 委員おっしゃるとおり、

止めることはできないと考えております。 

○安藤薫委員長 ほかにありますか。 

 長田委員。 

○長田知樹委員 おはようございます。請

願者の皆様に２点お伺いさせてください。 

 まず、１点ですけれども、本請願におか

れまして、地域住民の皆様は、様々な思い

で請願を出されていると思います。資料も

見させていただきまして、例えば正雀下水

処理場の建設からこれまでの地域住民の

皆様の生活は、非常に苦しい思いを耐えし

のばれてきたといった過去の経緯から行

政に対する不信であったり、それから、先

ほどおっしゃっていただきましたけれど

も、未来に対して一度建設されてしまえば

不可逆的に影響が残ると、ずっとそれに地

域としては付き合っていかなければなら

ないといった不安もあると思うんです。そ

こで、皆様が最も重視されているというか、

この思いで白紙撤回を求めるんだという

ところを教えていただければと思います。 

○安藤薫委員長 請願者Ａ。 

○請願者Ａ 吹田市の建設を知ったのは、

昨年の２月です。摂津市のほうから、吹田

市が吹田の中学生に対しての給食施設を

建設するという話を聞きました。 

 しかし、このことに対して、摂津市は全
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く介入していない。あくまでも吹田市独自

のものだというようなお話でございます。

そして、直近では、昨年の３月１６日に説

明会を開いて、吹田市からお話を聞きまし

た。しかし、これはとてもじゃないけど納

得、理解ができるものではないというとこ

ろから、それ以降、説明会を何度となく重

ねてまいりました。昨年だけでも８月１７

日、９月２８日、１０月２６日、たまには

市長が出てこられたらいかがですかとい

うようなところまでお話をしました。吹田

市にも市長が出てきて、地元に御説明くだ

さいというような御案内を差し上げまし

た。その際、嶋野市長に対しても御尽力く

ださいというようなお話を申し上げて、よ

うやくそのことに対して、吹田市に働きか

けを受けていただいて、今年の２月１６日

に摂津市、吹田市、地元の三者でお話をさ

せていただいたところです。 

 そのときに、吹田市長はいろいろお話を

されました。一つだけ頭の中に残っており

ますのは、理解と納得は違う。しかし、理

解がなければ進めませんとおっしゃった

ことです。 

 そこで、我々は、この給食センター建設

に対して、皆さん方は理解されましたかと、

そういったような中でのお話でございま

す。 

 さらに、この発想はどこから出発したん

やと。過去に遡りますと、吹田市から、吹

田市と摂津市で共同運営しようというよ

うなお話があったそうでございます。その

共同運営に対して、いろいろな事情から摂

津市はお断りになった。そのお断りをした

ときのお話で、吹田市単独で給食センター

を建設することについて、令和４年に御了

解を得たとおっしゃった。こういうふうな

ことを文書で拝見しました。 

 そのときに地元に話をしていただいて、

地元が説明を受けていたとしたら、もっと

早く対応はできたかなと思ったりもしま

す。しかし、残念ながら、先ほども申し上

げましたように、私どもが聞いたのは昨年

３月１６日が最初ですから、それ以降、申

し上げた内容で説明会をいろいろやって

きましたけれども、どう考えても先ほども

提案説明で申し上げたコンセプトに合わ

ない、地区計画の内容に照らし合わせても、

そのことに対してはやはり違うんじゃな

いか。そうしたら、法に照らして、条例に

照らしてとこう考えますと改正せざるを

得ないんじゃないか。今改正したとしたら、

理事者側がおっしゃった１年はかかるか

もしれません。しかし、この改正をもって

したとしても遡及はできないように思い

ます。残念なことだけれども、提案説明で

申し上げました数十年先であっても、健都

のまちの精神を、理念を守るためにはやっ

ておこう。そして、これを後々までに残し

たい。やはり健都のまち、イノベーション

パークそのものはこれで終わりじゃない

でしょう。我々の時代が去ったとしても、

やはりこのまちづくりというのは今後も

進んでいくべき、また改善されるべき医療

と健康のまちでしょうと考えると、時間が

かかってもやりましょうと。ですから、今

日御提案させていただいて、委員の皆様方

には、どうかこの改正にお力添えをいただ

ければと、こんなふうに思っている次第で

ございます。よろしくお願い申し上げます。 

○安藤薫委員長 ありがとうございます。 

 請願者Ｃ。 

○請願者Ｃ 補足で発言させていただき

ます。 

 ちょうど１年前に議会で給食調理施設

整備に反対する決議の可決がされました
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が、その前に、市長をはじめ、担当部長か

ら公文書として２通、吹田市に文書が送ら

れております。その中では、部長からは、

この準工業地にしているのが決して給食

センターを建てるためではないと、研究、

健康、医療のイノベーションのためだとい

うことが明確に書かれております。市長か

らの公文書におきましても、ラボは半分か

ら３分の２以上であり、御確認いただけた

らありがたいんですが、地区計画に適合す

るようにと書かれておりまして、６月１日

に市長面談させていただいたときにも、市

長からは、個人的には地区計画に合ってい

るとは思っていないという発言もござい

ました。吹田市がこちらを進めていくに当

たって、やはり摂津市としてそれが建って

しまうのであれば不備があるのではない

かと思っております。その不備につきまし

て、私たち住民からは、吹田市との説明会

のたびに、担当部長には、環境工学の専門

家を呼んでほしい、行政法の専門家を呼ん

でほしい、弁護士を立ててほしいという要

請を常々しておりました。しかしながら、

摂津市では、２通の公文書のみであり、そ

の後は口頭での説明にとどまっていたこ

とでこのように進んでいるのではないか

と感じております。 

 そして今、この請願書を提出するに当た

って、都市計画法で１年かかるというので

あれば、なぜ１年前に住民から有識者を呼

んでほしい、有識者での協議を行ってほし

いと言ったとき、それをされなかったのか

という疑問があります。今になって１年か

かるというのであれば、なぜ１年前から動

かなかったのかというところが非常に大

きな疑問であります。 

 一番不安に思っていることなんですけ

れども、住民のほとんどの人がこの給食セ

ンターや給食自体は大切なことだという

認識はあると思います。なぜ私たちがここ

に反対しているのかというと、吹田市の給

食センターが建つということは、利益は全

て吹田市であり、不利益は全て摂津市民が

背負うという非常に不公平な形になって

いるからです。 

 そして、一番危険性をはらんでいると思

われることが、吹田市の給食センター要求

水準書を御確認いただけたら分かるので

すが、その中には、余力の範囲で企業の収

益を認めるという文言が入っているんで

す。ということは、段階的に企業の利益が

優先されて、それを増やしていくのに比例

して摂津市民の環境が悪くなるというと

ころが非常に大きな不安要素であります。 

 そして、摂津市におかれましては、市長

の施策の方針の中でウェルビーイングを

掲げておりまして、市民の健康に関し、国

立健康・栄養研究所と一緒に今後２０年計

画的に調査していくということを掲げて

おります。それを言われている健都イノベ

ーションパークで、なぜ摂津市民だけが段

階的に給食センターだけではなく、収益を

上げるのに比例して環境悪化を受けてい

くであろうことを甘んじて受けていかな

いといけないのか、それが建つことによっ

て今後何十年にもわたり続いていくとい

うところにとても不安な要素がございま

す。 

 また、先日、吹田市には、情報公開請求

を１４通上げさせていただいたうち１３

通は不存在として非公開で返ってきてお

りまして、排気・排水に関しましては非公

開で返ってきております。 

 排水や排気に関しましては、摂津市民に

とっては健康、命に直結する問題でござい

ます。規模が何も開示されない中、何をも
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って私たちはそれでいいですよというこ

とが言えるんでしょうか、不安しかござい

ません。今から段階的に規模を増やされて、

どれぐらいの規模になるか分からない食

品加工配送工場が建つ。給食センターとい

う言葉は使っておりませんが、収益を入れ

るということは、食品加工配送工場になる

と思います。 

 その不安を私たちは常々申し上げてお

りまして、給食センターがいけないと言っ

ているのではなく、それが裏に潜んでいる、

そこの不安が大きいと申し上げているこ

とを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ありがとうございます。 

 長田委員。 

○長田知樹委員 ありがとうございます。

摂津市の場所で吹田市のいわゆる給食セ

ンターができることに対して、なぜ要は吹

田市の施設を摂津市で抱えないといけな

いんだと、その影響を受けなければならな

いんだという皆様の思い、非常によく分か

りました。 

 また、ここに至る過程においても、了解

を得たというお話に対して、いや、住民と

しては全くそういった説明を受けていな

いと、住民の思いが全く置き去りにされて

いるのではないかという思いもよく分か

りました。 

 もう１点確認をさせていただきたいん

ですけれども、今回の請願項目で、千里丘

新町地区計画と建築物の制限に関する条

例を見直し、用途制限等を明確化すること

とありますけれども、皆様が望まれている、

こういった方向で、こういったふうに変え

てほしいといったところが具体的にあれ

ば教えてください。 

○安藤薫委員長 請願者Ａ。 

○請願者Ａ 吹田市が話をされることは

本当に合法か、あるいはものの考え方で変

えていこうという話じゃないか、それを止

められないような条例であり、地区計画で

あればこれは困ったもんだと。さらに申請

書類は受理しなければならないでしょう

と。受理をしてしまえば、摂津市は中で開

発協議をされるか、あるいは地区計画や条

例に合った、健都のコンセプトに合ったも

のを当然御検討なさるでしょう。しかし、

私はやはり曖昧な合法性があるんじゃな

いかなと感じているんです。ですから、地

区計画と条例そのものを見直しするとし

たら、はっきりと明文化したいなと。そこ

に他市の給食センターそのものは禁止す

るというぐらいのものを考えなければな

らないんじゃないかなと思います。しかし、

改正する文言そのものはさらに研究もし

たいし、あるいは行政側の御支援もいただ

いた中で、やはり適切な文章は作成してい

かなければならないかなと思います。当然、

議会の方々も、この文章ならこれから先、

数十年先の後々まで健都のコンセプトの

精神を守り、理念を守れる、また、まちと

してよくしていけるというような文面を

考えて、作成して、そして残したいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

だから、今こうだというような文章はあり

ませんが、後々までも通用するような名文

を残していきたいと考えてございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 請願者Ｃ。 

○請願者Ｃ １点補足で付け加えさせて

いただきたいと思います。 

 建築確認が出てきて、それを受け付けな

ければならないという摂津市からの回答

があったんですが、それを大阪府に送ると

きには、地区計画適合証明書という、摂津
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市として地区計画に適合していますよと

いう証明書をつける必要があると思いま

す。その部分に関しては十分考慮の余地が

あるのではないかと思っております。千里

丘新町地区計画に適合しているかどうか。

そしてそれに不備があるのであれば、今議

論いただきまして、それを摂津市民が安心

して過ごせる地区計画と条例であると思

っておりますので、そこについての議論の

余地は十分あると思っていることを付け

加えさせていただきます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 ありがとうございます。

健都だから選んで引っ越してこられた方

もいらっしゃるわけで、そこに健都のコン

セプトに沿って、より皆様の思いがしっか

りと乗ったような条例改正という思いを

よく理解いたしました。 

 今、請願者Ｃがおっしゃっていただきま

した適合証明書の件につきまして、理事者

にその手順とかについて説明をいただき

たいと思います。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 地区計画につきまして

は、都市計画法によりまして、地区計画の

区域内で土地の形質変更とか、建築する場

合には、その内容について届け出なければ

ならないとされております。それは許可と

か、そういう処分性があるものではなくて、

内容を照らしまして、地区計画と合致して

いない、その理念とか目標のところは審査

項目とはなっていませんので、整備計画を

見まして、そこと合致していないのであれ

ば指導していくということになっていき

ます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 ありがとうございます。

つまり許可等について摂津市にはその裁

量がなく、あくまでも適合しているかどう

かの判断を第三者が行った上で、合ってい

なければ摂津市が指導するという認識で

間違いないでしょうか。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 今回のものが地区計画

に合っているか、合っていないか、整備計

画の中で建築物の用途ですとか、あと緑化

とか、外壁後退とか、その辺が明記されて

おります。その中身を我々が審査しまして、

それが適合していれば適合通知を出すと

いう形になっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 分かりました。ありがと

うございます。 

 私の質問は以上とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 ほかにありますか。 

 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。こ

れまでの議論と経過を踏まえまして、およ

そ２年前ですか、吹田市議会で突然この計

画が可決されたということが耳に入って

きました。その瞬間に、後々絶対に問題に

なると、何ゆえ吹田市民のための施設を摂

津市内において、不利益のみを摂津市民が

負わなきゃいけないんだということで、吹

田市議会にも、吹田市役所にも赴きまして、

かなり主張させていただいた経緯があり

ます。そこで難しいなというのが法の壁だ

ったんですね。吹田市は、あくまでこれは

適法ですよと、法にのっとった手順をもっ

てやっていますと。吹田市議会としてもこ

れを可決してしまったものですから、議会

としても可決自体が重たいと捉えており

まして、なかなかこれを転換させることが
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できなかったというところが実情であり

ます。 

 住民の皆さんに寄り添うというところ

で考えれば、この請願は非常に大事だと私

は思っています。ただし、先ほど理事者か

らも答弁がありましたように、摂津市が訴

訟を起こされるリスクを抱えてしまうこ

とは、これはまた市民の方の不信感を招く、

議会への不信感を招くと。法にのっとった

適正な手順と、感情とは別に考えねばなら

ないと思っています。市民に逆に損害を与

える可能性が出てきてしまうわけで、ここ

のジレンマが非常に我々としても難しい

ジャッジをしなければならないと考えて

おります。ですので、今請願者Ｃからも公

文書の件であったりですとか、市長の御発

言であったりとか、情報公開請求されたこ

ととか、吟味するのにいろいろ我々として

も足りていない部分が多いのではないか

と思います。この足りていない部分をまず

委員長に請求させていただいて、継続審査

にできないかと考えているんですけども、

これを御検討いただければと思っていま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 質問ではなくて、いろい

ろともう少し資料を取りたいというよう

なお話ですね。分かりました。後ほどまた

協議したいと思います。 

 ほかにありますか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 健都イノベーションパ

ークのまちづくりのコンセプトは、健康・

医療のまちづくりということで、全くそれ

に合わない吹田市の給食センターをそこ

に建設するということに反対される、会長

様をはじめ、竹之鼻自治会の皆さんを中心

に１，３５０名もの署名を集められて、そ

してこの請願書を提出されたということ

は非常に市議会としても重たいものだな

と感じております。 

 吹田市には即刻給食センターの建築を

真摯に断念していただきたいなと思って

おります。一方で、先ほど現時点で千里丘

新町の地区計画を変更したり、あるいは条

例を改正していくということは法的にな

かなか厳しいのかなと、損害賠償請求も視

野に入れていかなあかんのかなと思いま

す。 

 理事者の皆さんに１点だけお聞きした

いと思います。イノベーションパークには

ＮＫビル、あるいはエア・ウォーター株式

会社、あるいはニプロ株式会社などが、現

に入っておられます。現段階で地区計画を

見直したり、条例を改正したりすると、や

っぱり大きな影響も出てくるのかなと思

いますけども、その点お聞かせいただきた

いと思います。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 地区計画見直し、それに

伴いまして条例改正、どのような制限をか

けるかということになると思うんですが、

現に建築されて、営業されておることに対

して、内容によりましては既存不適格とな

ってしまう可能性も出てくる場合はある

と思っております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 南野委員。 

○南野直司委員 様々な御答弁を聞いて

おりまして、やはり現段階で私自身もどの

ように判断したらいいのかなと考えさせ

られるところがありますので、委員長のほ

うで継続審査を視野に入れて御検討いた

だきたいなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 
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○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１０時５１分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 ただいま継続審査を求める動議的な要

請がありました。私たち市議会も昨年の６

月にコンセプトに合わない給食センター

については反対の決議を上げている。今日、

請願者の皆さんからの趣旨説明におかれ

ましても理解を十分させていただいてい

る御発言、質問が多かったと思います。 

 一方で、行政的な手続であるとか、それ

から請願者Ｃからもいろいろな資料であ

るとか、専門家の知見ですとかを求めてき

たけども、この間あまりなかったんだとい

うようなお話もありました。 

 議会として本来であればここで討論を

行って、採決を行うという流れになります

けれども、今回の議論の中で、早急にここ

で結論を出すことは非常に難しいのでは

ないかなと思います。いろんな考えがある

中で、もう一度しっかりと資料等を整理し

ながら、継続的に審査をしていくことが必

要ではないかと考えます。そのような取扱

いにさせていただきたいと思いますが、委

員の皆さん異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 それでは、請願第１号に

つきましては、閉会中の継続審査とさせて

いただきたいと思います。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５２分 休憩） 

（午前１０時５６分 再開） 

○安藤薫委員長 再開いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。委員の

皆様方には何かとお忙しい中、総務建設常

任委員会をお持ちいただきましてありが

とうございます。 

 本日の案件でございますけれども、令和

８年度摂津市一般会計補正予算（第１号）

所管分の審査ほか３件でございます。何と

ぞ慎重審査の上、御可決賜りますようによ

ろしくお願い申し上げます。 

 私は、この場を一旦退席いたしますけれ

ども、待機しておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５６分 休憩） 

（午前１０時５７分 再開） 

○安藤薫委員長 再開いたします。 

 議案第３５号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 では、質問させていた

だきます。 

 一つだけです。予算書１６ページから１

７ページに書かれています民生費、生活保

護費、生活保護総務費の職員手当等１１０

万２，０００円の内容についてお聞かせく

ださい。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 生活保護総務費の人件

費事業として、職員手当等１１０万２，０

００円を計上しております。これは全ての

自治体で平成２５年から平成２７年にか

けて行われました生活扶助基準改定に関

する最高裁判例を踏まえた生活保護費の

追加給付を行うことに係る職員の時間外

勤務等となります。 

 時間外勤務におきまして３５０時間、休

日勤務におきまして１６時間として人事
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課で査定を行いまして、予算計上している

ものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 ありがとうございま

す。理解はいたしました。 

 それでは、要望とさせていただきます。 

 生活保護基準改正に伴う追加給付につ

いては、最高裁判所が踏まえた適切な対応

であると理解はいたしました。 

 一方で、本事業の実施に当たっては、対

象者への確実な周知と迅速な給付を行い、

本来受け取るべき方が申請漏れ等のない

よう、不利益を受けることのないように丁

寧な対応を求めます。 

 また、今回の事務により、職員の時間外

勤務や休日勤務が発生するとのことです

が、特定の職員へ過度な負担が集中するこ

とのないよう、業務の平準化に努めていた

だきたいと要望して質問を終わらせてい

ただきます。 

○安藤薫委員長 次に、質問ございますか。 

 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 峰松委員と質問が重

なってしまったので、要望とさせていただ

きます。 

 人件費について、前回も委員会で触れさ

せていただいたんですけれども、適切な勤

務体系になるように私からも要望させて

いただきます。 

○安藤薫委員長 ほかにありますか。 

 長田委員。 

○長田知樹委員 私から１点質問させて

いただきます。 

 財政課です。 

 補正予算書の６ページ、７ページの市債

において、今回限度額が１億６，３９０万

円減額となっております。一般的に金融機

関ですと、借入額に変動して利率も多少の

影響を受けることがあるかと思いますが、

今回の減額において利率に影響があるの

かどうか教えてください。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、長田委員

の御質問にお答えいたします。 

 今回、市債の金額の変更ということで予

算計上させていただいております。おっし

ゃられるように、借入れの額の多寡によっ

て金利というのは変動することもござい

ます。また、条件といたしましては借入れ

の年限によっても利率は変動をしてくる

ものかと思っております。財政融資資金等、

政府資金等に関しまして申し上げますと、

こちらは金額の多寡というよりも借入れ

年数等、それと、現在市場でも金利が毎月

のように変動しております。そういった市

場の金利の変動も受けた形で金利はどん

どん変動していくということはございま

すけれども、政府資金で言いますと、金額

というよりは借入れ年数によって変動す

るものが多いと思います。 

 あと民間資金に関しましては、調達の状

態がどうかということですので、おっしゃ

られるように、金額が高い場合のほうが金

利が高くなるということもございます。そ

の時々の民間資金はどういう調達をする

かということで変動してまいりますが、借

入れのときにできるだけ金利を抑えた形

で借入れができるように、借入れ時期等も

見定めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。金額の変更によって影響があるか

もしれないということは理解いたしまし

た。 
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 引き続き可能な限り有利な条件で借り

入れしていただきますよう、努めていただ

くことをお願いして私からの質問を終わ

ります。 

○安藤薫委員長 ほかにありますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 せっかくですので、一つ

聞いておきたいと思います。１８ページの

道路維持費です。これは千里丘駅東口の工

事請負金額が変更になったことによって

マイナス補正が出ていますね。当初は１３

億何がしと言っていましたが、１０億円程

度になって、えらい安くなったなとびっく

りしているところです。入札の件はこの間

お聞きして、いろいろ努力をしたけれども

最終１社だけになってしまったんだとい

う事情もお聞きしました。金額が随分安く

なっているので大丈夫かなと私は心配も

しているわけです。物価高でいろいろ工事

費が上がる要因とか、今、アメリカとイラ

ンが停戦合意をするとかでまた変わるか

もしれませんけど、石油製品もどんどん上

がっていて、品がない状況がまた出てきた

と聞いています。それも踏まえて、なぜこ

れほど乖離が出たかということを教えて

いただきたいと思います。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 継続費の補正で御審

議いただいている内容で、総額が１３億５，

３００万円ほどになるんですけども、工事

請負費の金額が全体で先日御承認いただ

いたのが１０億３，０００万円ほどで、そ

このところの乖離ということでございま

す。 

 まず、継続費の構成といたしまして、今

回補正で上げさせていただいております

工事請負費と合わせて工事監督支援業務

委託料、こちらも継続費の中に含まれてお

ります。 

 さらに、人件費の上昇であったりだとか、

資材価格の高騰もございまして、一定過年

度の実績値を踏まえて、将来これぐらい増

えるであろうということで、約７％強の物

価上昇を見込んで継続費の立てつけを行

っております。ただ、委員がおっしゃると

おり、この中東情勢の変化、それから、様々

な社会経済的な要因で、今後コストに多大

な影響を与える、著しい影響を与えるとい

うおそれは御懸念のとおりかと思います。

我々もその辺りについては、国等の動向を

つぶさに捉えるとともに、今後発注に至っ

ております請負業者に施工の工程であっ

たりだとか、品質の確保を基にした形で実

施工程上の協議、施工計画の協議を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 継続費については３年

継続で、全体額としてはそんなに変わらへ

んということでよろしかったですか。また

ちゃんと調べておきたいと思いますが、心

配しなくても大丈夫だということでござ

いますから、今後もしっかりとそういうこ

とも踏まえて管理していただきますよう

にお願いしておきます。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。私

からは２点だけ確認させてください。 

 １点目です。 

 ６ページ、地方債の補正のところです。

先日政策金利が１％に上がりました。非常

に短期間で０．２５％から１％に上がって

きたと思います。調達金利もその変動、長

期金利というのは非常に変動を受けるん

だろうなと考えています。ですので、従前

から言わせていただいているとおり、その
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調達の方法です。想定金利はどの程度を見

込んでいるのかについてお伺いしたいと

思います。 

 ２点目です。 

 生活保護費の時間外勤務手当のところ

です。時間外勤務ということで、最低でも

１．２５を掛けた分だろうなと考えていま

す。この原資の部分について根拠と併せて

教えてください。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、市債の借

入れの金利の状況として、どれぐらいで見

込んでいるかということでございます。 

 先ほど政府資金、財政融資資金の金利も

上がってきていますというお話をさせて

いただいております。年限によって利率も

違っておりますけれども、実際５月借入れ

をして、６月借入れにしようとしたときに、

例で言いますと、２０年で借入れをすると

いうことでございますと、５月には元金の

据置きなしであっても２．８％で、６月１

日以降であれば２０年で据置きなしでも

３％と上がってきております。実際この千

里丘駅東口再整備事業の借入れも同様の

年数になるかと思います。 

 ただ、政府資金と民間資金、どちらの資

金借入れになるかというのは、国の同意等

で、政府資金の枠がございます。民間資金

になった場合は、従前からお話しさせてい

ただいております競争が働いてまいるか

と思います。そして、借入れの時期としま

しては、ちょうど１年後、来年の５月頃と

想定をしておりますので、どれぐらい上が

るかということは、なかなか想定が厳しい

かなと思っております。また、民間資金で

あれば１０年、もしくは５年の借換えとい

うことを想定しますと、その時点で借入れ

の利率が少し長い年数借りるよりは少な

い年数のほうが抑えられると考えており

ます。想定をどれぐらいしているのかとい

うとなかなかお答えがしづらいんですけ

れども、現状では３％まで、中期財政計画

では２．５％と見込んでおりますので、年

数を短くしてその間で借りることができ

ればと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 松本課長。 

○松本人事課長 人件費についてでござ

います。 

 原資についてでございますが、国庫補助

といたしまして、生活困窮者就労準備支援

事業費等補助金というのがございまして、

１０分の１０で補助されると聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 最後意見として言わせて

いただきたいと思っております。長期金利

が上昇しているというところで、今後３％

を切ってくることもないんだろうなと。１

０年後の借換えのときには、今の情勢を見

る限りでは、さらに高い金利になっていく

と、これを積分していくとこうなるんです。

これは文字に非常にしづらいんですけど

も、要は、最終的に貸付金額が上がってい

くというところで、やはり金利の重さとい

うのが非常に今後の財政に与える影響は

大きいんだろうなと考えています。ですの

で、そこについては今後も借入れの点で非

常に有利なところを探していただきたい

と思っております。 

 それと、先日、我々、総務建設常任委員

会で塩尻市に行ってまいりまして、自治体

クラウドファンディングの事例を見てま

いりました。要は担当者が熱意を持って、
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そのマインドセットが非常に大事なんで

す。それによって市政以外の部分で資金調

達をしてくるという手法なんですね。すご

く熱意を持ってやっておられるというと

ころで、今回の千里丘駅東口とかについて

も、クラウドファンディングも一部入れて

もできるんじゃないかなと市民は見てる

と思うんです。僕のところにも東口のタイ

ルとかで要望もいただいているんで、そう

いった調達の仕方というのも今後研究し

ていっていただきたいと、ぜひお願いした

いと思います。 

 それから、生活保護費の件ですね。これ

は令和４年第２回定例会のときに、高齢者

の生活保護費というところで言及させて

いただいています。７５歳になっていきな

り生活保護費を減らすというのは、こんな

制度はおかしいじゃないかと、国の制度だ

から仕方ないのかもしれないけどもと言

っていたら最高裁でひっくり返されて、こ

ういうことになっているわけです。そこの

部分は法令を守るのが市の役割ですから、

仕方ないということはあったとしても、あ

るいは道理に反する、倫理に反するという

ところは今後もそれがないのか、法によっ

て定められているとはいえ、そういったこ

とがないのかどうかということも踏まえ

た上で準備していただく必要があるので

はないかと考えておりますと意見を述べ

させていただいて、以上で終わりたいと思

います。 

○安藤薫委員長 今、塚本委員からの意見

ですけれども、生活保護費の内容につきま

しては御承知のとおり、民生常任委員会の

所管になっておりますが、人件費に関わっ

ての意見として理事者の皆さんには受け

止めていただきたいと思います。 

以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１６分 休憩） 

（午前１１時１７分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第５４号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 それでは、私から１点だけ

ですけども質問させていただきたいと思

います。 

 今回の摂津市税条例の一部を改正する

条例制定の件につきまして、いわゆる特定

暗号資産、一般的に仮想通貨とか言われま

すけども、ここについて今回の条例改正に

よる影響についてお伺いします。 

○安藤薫委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 ただいまの御質問に

対して御答弁申し上げます。 

 今回の改正は、特定暗号資産を国民の資

産形成に資するものとして位置づけ、制度

の整備として総合課税から申告分離課税

と変更するに当たっての条文の追加でご

ざいます。 

 資金決済に関する法律から金融商品取

引法へ移管する法案が国会に提出されて

おります。所得税法においては、一定の暗

号資産を対象として、雑所得から申告分離

課税への変更が規定されております。 

 ちなみに、市民税におきましては、これ

まで総合課税として税率６％だったもの

が、申告分離課税となることで３％となる

予定でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 塚本副委員長。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。こ

の点は非常に重要で、特定暗号資産が市民

の資産形成に資するものという認識が新
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たに追加された形になります。今までは雑

所得として、総所得のうちの５５％が最大

課税対象になってきたかと思っているん

ですけども、そこの部分が大分緩和される。

種々の条件等々に当てはまってくると思

うんですが、これも日銀の政策とも関わっ

てくるかもしれませんけども、いわゆるＥ

ＴＦ化のようなところとかも出てくるん

じゃないかなと私は思っています。今アメ

リカがそうなっていますんで。こういった

ところで非常に注目もしておりますし、今

後の安全な資産形成、分散投資なんかもあ

りますし、日本における資産形成の方法が

様々な形でなされるということに対して、

今後やっていかなきゃいけないんだろう

なと考えております。 

 この点についてはまたこう変わります

よというような市民へのお知らせがあれ

ば非常にありがたいと思っております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時２１分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第５３号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２２分 休憩） 

（午前１１時２３分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第５８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 それでは、１点質問さ

せていただきます。 

 摂津市消防団員等公務災害補償条例に

基づく葬祭補償について、これまでの支給

の実績はあるかどうかお聞かせください。 

○安藤薫委員長 尾田課長。 

○尾田消防総務課長 これまで本市にお

きまして、消防団員の公務上の災害により

本補償が支給された実績はございません。 

 消防団員は、市民の生命や財産を守るた

め、日夜献身的に活動をしております。万

が一の事態に備えて、このような公務災害

補償制度を整備しておくことは、消防団員

が安心して活動に従事するための極めて

重要な安心の基盤であると認識をしてお

ります。実績がないということは、団員各

位が日頃から安全管理に細心の注意を払

い、訓練や出動に真摯に取り組んでいる結

果であると受け止めておりますが、今後と

も、万が一の際の備えとして、国の基準に

準拠した適正な補償体制を維持管理して

まいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 ありがとうございま

す。 

 それでは、要望とさせていただきます。

これまで、本市において支給実績がないと

いうことは、消防団員の皆様が日頃から安

全管理を徹底し、訓練や活動に真摯に取り

組まれている成果だと理解をいたしまし

た。 

 しかしながら、消防団員は、火災や風水

害、地震など様々な災害現場で活動してお

り、常に危険と隣り合わせの中で、地域防

災の要として重要な役割を担っていただ
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いております。今後も万が一の事態に備え、

国の基準に遵守した補償制度を適切に維

持していただくとともに、消防団員及びそ

の御家族の方が安心して活動に従事でき

るよう、安全対策の強化に引き続き取り組

まれるよう要望いたしましてこの質問を

終わらせていただきます。 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２５分 休憩） 

（午前１１時２６分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

 議案第３５号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案５３号所管分について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第５４号について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第５８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時２７分 閉会） 
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